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議案第 3 号 

平 2 2 都 市 計 画 第 4 5 0 号 

平成 22 年（2010 年）11 月 25 日 

山口県都市計画審議会 

会 長  村 田 秀 一 様 

  

山口県知事  二 井 関 成   

 

 

周南都市計画公園の変更について（諮問） 

 

下記のとおり都市計画公園を変更することについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第 2項において準用する同法第 18条第

1項の規定により、貴会の意見を求めます。 

 

記 

 

周南都市計画公園の変更（山口県決定） 
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都市計画公園中 6･5･1光スポーツ公園を次のように変更する。 

 
名  称 

位  置 面  積 備  考 

番  号 公  園  名 

運動公園 6･5･1 光スポーツ公園 

光市光井四丁目並びに大字光井字田中、字西

立田、字瀬戸道、字瀬戸、字岩瀬戸及び字下

見ノ越 

約   15.7 ha 
広場、植栽、テニスコート、アー

チェリー場、体育館 

「区域は計画図表示のとおり」 
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種 別 



-3- 

理 由 

  

6･5･1光スポーツ公園 

  

当公園は、光市役所から東約 2km に位置し、市民の健康増進、コミュニティづくり、スポーツの場の創出を目的とした運動公園として、都

市計画決定されています。現在、広場や総合体育館等約 15haが供用され、スポーツ活動の拠点として、年間を通じて多くの市民に利用されて

います。また、総合体育館は災害時の避難所として位置付けられており、地域の防災拠点としても重要な役割を担っています。 

この度、利用者の利便性向上のための駐車場の拡大や、災害時の避難路となる一般県道光井島田線の道路改良計画との整合などを図るため、

区域を変更しようとするものです。 
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新  旧  対  照  表 
 

旧 

 

新 

種 

 

別 

名  称 

位  置 面  積 備  考 

番 号 公 園 名 

旧 

運

動

公

園 

6･5･1 光スポーツ公園 

光市大字光井字田中、字西立田、字瀬

戸道、字瀬戸、字岩瀬戸及び字下見ノ

越 

約 15.7 ha 
広場、植栽、テニスコート、アーチェリー場、

体育館 

新 

運

動

公

園 

6･5･1 光スポーツ公園 

光市光井四丁目並びに大字光井字田

中、字西立田、字瀬戸道、字瀬戸、字

岩瀬戸及び字下見ノ越 

約  15.7 ha 
広場、植栽、テニスコート、アーチェリー場、

体育館 
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